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令
和
元
年
８
月
26
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、「
議
案
第
８
号
」
に
つ
い
て
委

員
会
で
採
決
し
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
開

催
し
た
委
員
会
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

【
議
案
第
８
号
】
御
前
崎
市
に
お
け
る

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
つ
い

て
の
住
民
投
票
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

６
月
27
日　
条
例
制
定
請
求
人
の
意
見

陳
述
に
つ
い
て
、
陳
述
人
は
２
名
、
陳

述
時
間
は
10
分
以
内
と
し
ま
し
た
。
提

案
者
（
市
長
）
へ
の
質
疑
は
、
財
産
区

管
理
者
で
は
な
く
、
市
長
の
立
場
で
答

弁
を
求
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ま
た
、

こ
れ
か
ら
の
委
員
会
を
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
で
公

開
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

７
月
８
日　
条
例
制
定
請
求
人（
２
名
）

に
よ
る
意
見
陳
述
後
、
市
長
へ
の
質
疑

で
は
、
土
地
賃
貸
借
契
約
に
至
っ
た
経

緯
及
び
こ
の
事
業
に
対
す
る
市
長
の
基

本
的
な
考
え
方
に
対
す
る
質
疑
・
応
答

が
あ
り
ま
し
た
。

７
月
19
日　
住
民
投
票
制
度
、
環
境
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
あ
ら
ま
し
、
財
産
区
の

権
能
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

７
月
26
日　
住
民
投
票
制
度
の
対
象
と

な
る
か
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
公
害
、

推
進
協
議
会
の
状
況
、
土
地
賃
貸
借
契

約
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

８
月
２
日　
住
民
投
票
条
例
案
の
市
長

意
見
に
記
載
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、

総
務
課
に
説
明
を
求
め
ま
し
た
。
質
疑

に
入
る
前
に
除
斥
に
つ
い
て
発
言
が
あ

り
ま
し
た
が
該
当
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
後
条
例
案
を
条
文
毎
に
審
議
し
ま

し
た
。

８
月
16
日　
委
員
６
名
か
ら
条
例
案
の

修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
代
表
者
に
対
し

て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。市
長
の
行
動
、

投
票
率
、
公
職
選
挙
法
、
投
票
の
選
択

肢
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

８
月
26
日　
委
員
６
名
か
ら
新
た
な
修

正
案
が
提
出
さ
れ
、
代
表
者
に
対
し
て

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
質
疑
後
に
、
修

正
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
、
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
修
正
議

決
し
た
部
分
を
除
く
原
案
に
つ
い
て
も

採
決
を
行
い
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま

し
た
。

御
前
崎
港
の
約
５・
３
ha
に
75
メ
ガ

の
発
電
施
設
（
13
万
世
帯
分
）
を
建
設

し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
電
力
を

供
給
し
ま
す
。
全
量
バ
イ
オ
マ
ス
で
化

石
燃
料
を
混
焼
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
主
に
木
質
ペ
レ
ッ
ト
や
パ
ー
ム
椰

子
殻
、
県
内
の
間
伐
材
、
林
地
残
材
な

ど
を
燃
料
と
し
て
利
用
し
、
県
内
林
業

活
性
化
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

景
観
な
ど
の
環
境
に
配
慮
し
、
む
き
出

し
と
な
ら
ぬ
よ
う
覆
う
外
観
と
し
ま

す
。
ま
た
、
材
料
倉
庫
へ
保
管
し
、
粉

塵
や
そ
の
他
周
辺
の
企
業
に
迷
惑
が
か

か
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
ま
す
。

現
在
、
発
注
に
向
け
準
備
を
し
て
お

り
今
年
の
後
半
に
プ
ラ
ン
ト
発
注
、
令

和
３
年
に
着
工
し
令
和
５
年
運
転
開
始

を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

法令手続きの経緯
H29年 １月 市商工観光課が説明を受ける
H29年 ２月 地元説明会開催
H29年 ２月 環境影響評価方法書提出
H29年 ５月 環境影響評価方法書市長意見提出
H30年 ３月 公聴会
H30年 ９月 環境影響評価準備書提出
H30年 ９月 公聴会
H30年 11月 環境影響評価準備書市長意見提出
H31年 4月 環境影響評価書提出
R 元 年 ７月 土地利用承認

産
業
廃
棄
物
処
理
対
策
等
調
査

特
別
委
員
会

御前崎市における産業廃棄物処理施設の設置についての
住民投票に関する条例（抜粋）

（令和元年9月6日条例第7号）
（目的）

第 1 条　この条例は、御前崎市池新田地区に計画されている産業廃
棄物処理施設（以下「産廃施設」という。）の設置について、市民の
賛否の意思を明らかにすることを目的とする。

（住民投票）
第 2 条　前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否

について、市民による投票（以下「住民投票」という。）を行う。
2　住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければなら

ない。
（住民投票の実施とその措置）

第 3 条　住民投票は、本条例の施行の日から 4 か月以内に、これを
実施するものとする。

2　市長は、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛
否のいずれか過半数の意思を尊重するものとする。

（住民投票の執行）
第 4 条　住民投票は、公正を期すために市長が執行する。
2　市長は、地方自治法第 180 条の 2 の規定に基づき、協議により、

その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を御前崎
市選挙管理委員会（以下「選挙管理委員会」という。）に委託するこ
とができるものとする。 以下略


